
現状

第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しについて

○ 労災事故が第三者の行為によって生じた事案については、被災労働者が、労災保険の請求権と第三者に対する
損害賠償請求権を同時に取得する場合がある※損害賠償請求権を同時に取得する場合がある※。

○ 被災労働者が第三者から損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付を控除することができ
るとされており、現行では控除を行う期間を３年間としている※。

※例えば、仕事中の交通事故について、被災労働者が、労災保険の請求権に加え自賠責等の損害賠償請求権を取得する場合

るとされており、現行では控除を行う期間を 年間として る 。

【控除期間が３年である理由】
・ 労災保険法は被害者の保護を第一の目的としていることから労災保険給付の対象となっている災害について
多年にわたる控除を行うことは労災保険法の制度の趣旨に反すること。
・ 長期にわたる控除は求償権の行使を災害発生から３年間としていることとの均衡を失する結果となること

会計検査院の指摘事項

○ 第三者行為災害に係る控除期間について、会計検査院から意見表示。（平成２３年１０月）

長期にわたる控除は求償権の行使を災害発生から３年間としていることとの均衡を失する結果となること。
※ 労災保険法第12条の４及び「第三者行為災害事務取扱手引きの改正について」（平成17年２月１日基発第0201009号）

○ 第三者行為災害に係る控除期間について、会計検査院から意見表示。（平成２３年１０月）

【指摘事項】

・ ９都道府県労働局の平成２０～２２年度における年金支給停止解除事案（３０８件）について将来生じるおそれ
がある損害の二重補填は約４２億円と推計され、個別には未調整額９，３８８万円に上るケースも存在（１件当た
りの平均額１ ４００万円）りの平均額１，４００万円） 。

・ 第三者等に対する求償権の行使は、被災労働者が第三者に対して有する民事上の損害賠償請求権を国が取
得することであり、民法第７２４条の規定に基づき時効期間が３年とされていることから合理性があるが、支給停
止は、民事上の損害賠償請求権を行使するものではなく、求償権の行使の時効期間と均衡を図る必要はない。は、民事 の損害賠償請求権を行使するものではなく、求償権の行使の時効期間と均衡を図る必要はな 。

・ 交通事故のうち人身事故に対する民事の損害賠償額も高額化してきていることから保険金等の額が支給停止
額を大幅に上回り、支給停止限度期間である３年を経過しても二重補填が長期化する可能性が高まっている。

支給停止の制度の趣旨を踏まえて 被災労働者等の保護という労災保険給付の目的等も勘案して 支給停止・ 支給停止の制度の趣旨を踏まえて、被災労働者等の保護という労災保険給付の目的等も勘案して、支給停止
解除後の二重補填額が多額に上ることを避けるための方策を検討するよう意見を表示する。

第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しが必要。
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対応案

基本的な考え方

○ 労災保険法第１２条の４の趣旨は被災労働者が保険給付と損害賠償から２重に損害が補填されることを避けるこ
と及び事故によって生じた損害を最終的に補填すべきである加害者に責任を負わせることにあり、２重補填となる
額の全額が調整されるまで控除することが本来は合理的。

基本的な考え方

○ しかしながら、全額を調整した場合、控除期間は長期間にわたる※ことから、必要な期間、必要な補償を行うものと
して年金給付を導入した労災保険制度の趣旨を反することになる。
※ 会計検査院の調査対象者について損害賠償額平均を完全に調整する場合には、１０年間の期間延長（支給停止期間13年）が必要であり、個
別のケースによっては62年間の期間延長（支給停止期間６５年）が必要別のケースによっては62年間の期間延長（支給停止期間６５年）が必要。

○ そのため、労災保険制度の趣旨を損なわない範囲内で、控除期間を延長することとする。

控除期間の延長幅

○ 保険給付は支給要件が継続する限り支給するものであるが、受給権者が前払一時金を受給した場合、その額に
達するまでの年金を支給停止することとしている。

控除期間の延長幅

○ このことから、前払一時金を支給した場合の年金給付の支給停止期間を考慮したものであれば、労災保険制度
の趣旨に反せず、２重補填を解消することが可能。

○ 前払一時金支給の場合の年金給付の支給停止の最長期間は、遺族（補償）年金の前払一時金を受給した場合

前払一時金の支給停止期間を考慮し、控除期間を３年から７年に延長することとする。

の約７年間。
※ １，０００日（遺族（補償）年金前払一時金の限度額） ÷ １５３日／年（遺族補償年金額（遺族一名の場合）） ≒ ７年

（効果） 控除期間を７年に延長した場合、一件当たりの平均額で試算すると、将来生じる可能性がある二重補填額約１４００万円のうち、約４割（６００万
円分）の２重補填が解消される見込み。

（参考）平成２２年度労災保険給付において障害（補償）年金及び遺族（補償）年金の平均受給期間は、それぞれ３１．２１年及び３６．０４年。 2



参照条文・関係通達

【参照条文】
○ 労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）（抄）
第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、
その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

２ 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、
その価額の限度で保険給付をしないことができる。

○ 民法（明治二十九年法律第八十九号）（抄）
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行第七百 十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知 た時から三年間行

使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

【関係通達】
○ 平成１７年２月１日基発第0201009号「第三者行為災害事務取扱手引の改正について」
第１章 第三者行為災害の事務処理第１章 第三者行為災害の事務処理
第１節～第４節 （略）
第５節 控除
１ 原則的控除方法
（３） 控除を行う期間は、災害発生後３年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後３年以内に

支払う き労災保険給付を限度と 行う と （中略）支払うべき労災保険給付を限度として行うこと。（中略）
また、控除を行う期間を災害発生後３年間としているのは、

① 労災保険法は第一当事者の保護を第一の目的としていることから労災保険給付の対象となっている災害に
ついて多年にわたる控除を行うことは労災保険法の制度の趣旨に反すること

② 長期にわたる控除は求償権の行使を災害発生から３年間としていることとの均衡を失する結果となること② 長期 控除 求償権 行使 災害発 年間 均衡 失す 結果 な
等から災害発生日より３年経過後においては必要な補償を必要な期間行うことが適当であると考えられるため
である。

第６節・第７節 （略）
第２章 （略）第２章 （略）
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○ 平成２２年度の労災保険給付の支払件数は約５３０万件

参考：控除期間を7年にした場合の二重補補填の解消額試算

○ 平成２２年度の労災保険給付の支払件数は約５３０万件。

このうち、第三者行為災害事案に関する支払件数は約４４万件（労災保険給付の支払件数の約８．３％）。

出所：労災行政情報管理システムより抽出。

○ 第三者行為災害事案の内訳は次のとおり（支払件数ベース）○ 第三者行為災害事案の内訳は次のとおり（支払件数ベース）。

・ 自賠先行に関するもの ３６．９％

・ 労災先行に関するもの ４６．８％

その他（※） １６ ３％・ その他（※） １６．３％

※ 自転車事故、他人の暴行、同僚の加害行為（機械の運転ミス等）によるもの等であり、ほぼ労災先行と考えられる。

出所：労災行政情報管理システムより抽出。

○ 災害発生から３年が経過し労災年金の支給停止が解除された事案は、１年度当たり約５４０件（※１）。これらに

ついて将来生じる可能性がある損害の二重補填は最大で約７４億円（※２）。

※１ 会計検査院の検査結果（富山 京都 大阪 山口 香川 高知 佐賀 長崎 鹿児島）によると 平成２０ ２２年度における年金支給停止解除※１ 会計検査院の検査結果（富山、京都、大阪、山口、香川、高知、佐賀、長崎、鹿児島）によると、平成２０～２２年度における年金支給停止解除
事案は３０８件。したがって、全国規模では１年度当たり、３０８÷３年÷９局×４７局＝約５４０件の年金支給停止解除事案が発生。

※２ 上記調査により確認された308件において、将来予想される二重補填額は約42億円。全国で1年度当たり540件の年金支給停止解除事
案が発生した場合、当該事案について将来生じる可能性がある損害の二重補填は最大で約74億円(308件で約42億円を540件に換算） 。

○ 年金支給停止解除事案から１年当たりの給付額を算出し、二重補てんの解消分を試算したところ、支給停止期

間を７年（４年間延長）とする場合は、上記７４億円のうち約２７億円の二重補てんが解消される見込み。

一件当たりの平均額で試算すると、将来生じる可能性がある二重補填額約１４００万円のうち、６００万円分の２

重補填が解消される見込み。 4


